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建築設計業務委託特記仕様書

Ⅰ 業務概要

１．業務名称 須波分団屯所及び沼田西分団屯所整備設計業務委託

２．計画施設概要

(1)須波分団屯所

ア 場 所 三原市須波一丁目

イ 敷地概要

ａ．敷地面積 約 500 ㎡

ｂ．地形 計画敷地は概ね平坦

ｃ．都市計画等の指定 都市計画区域外

ウ 施設用途 消防屯所

エ 計画範囲 消防屯所の建設に係る基本設計、実施設計及び工事費積算を行う。

オ 施設・設計概要表

(2)沼田西分団屯所

ア 場 所 三原市沼田西町小原

イ 敷地概要

ａ．敷地面積 約 1,500 ㎡

ｂ．地形 計画敷地は概ね平坦

ｃ．都市計画等の指定 市街化区域（工業地域・地区計画あり）

ウ 施設用途 消防屯所

エ 計画範囲 消防屯所の建設に係る基本設計、実施設計及び工事費積算を行う。

オ 施設・設計概要表

工事種別 新築

延床面積 100 ㎡程度

構 造 木造、軽量鉄骨造、または鉄骨造

階 数 ２階建て

予定工事費 40,000 千円

予定工事期間 令和７年５月 ～ 令和７年 12 月（８ヶ月程度）

備考 ホース乾燥柱、設備、外構等の設計を含む。

工事種別 新築

延床面積 60 ㎡程度

構 造 木造、軽量鉄骨造、または鉄骨造

階 数 平屋建て、

予定工事費 24,000 千円

予定工事期間 令和７年５月 ～ 令和７年 12 月（８ヶ月程度）

備考 ホース乾燥柱、設備、外構等の設計を含む。
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３．設計与条件

(1) 留意事項

・限られた業務期間内で、手戻りなく、また、迅速な方針決定のもと業務を進めるため、

業務着手後速やかに、改修内容及び概算事業費の増減に影響する項目と論点、選択肢を

提示し、発注者との十分な協議のもと、目的を明確にして業務を進めること。

・本業務完了後の工事受注者選定における契約の不調リスクを減らすため、設計の各段階

においてコスト管理への配慮を徹底して業務を進めること。

・設計金額及び予定工期は、Ⅰ．２．(6) に示す予定工事費・予定工事期間に納まる計画

とすること。

なお、受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に予定工事費・予定工期に納ま

った設計図書の納品ができない場合は、損害賠償の請求や契約解除を行うことがあるの

で留意すること。

・関係法令の規定や諸基準を遵守した計画とし、工事費縮減のため合理的な工法の採用、

規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努め、維持管理を含めたコスト抑制

及び将来の可変性を重視した設計すること。

・敷地出入口は安全性を重視した位置及び構造とし、敷地内を含め、歩行者と車両の動線

を分離した計画とすること。

・敷地内及び建築物のバリアフリー化に努め、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図

るため、段差のない構造、スロープ及び手摺設置等の措置を十分に講じること。原則、

広島県福祉のまちづくり条例の整備基準に適合させること。

・建物は土砂災害警戒区域外に配置すること。

・仮設計画の検討にあたっては、敷地周辺の利用状況、道路幅員、交通規制及び通学路等

を調査し、搬出入車両及び重機の規模、運搬距離及び経路等、関係法令、近隣住宅への

配慮と実状に応じた計画をすること。

・工事車両の出入口、駐車場、発生材の仮置き場、足場、工事手順、交通誘導員等の動線

等を考慮し、適切な仮設計画を立案し、詳細を図面及び工事費積算に反映すること。

・仮囲い、防音シート、山留（シートパイル等）、タイヤ洗浄用ハイウォッシャー、敷鉄板、

騒音計、振動計、デジタル粉塵計、ノッチタンク、監視カメラ、仮設照明、散水設備、

交通誘導員等、敷地及び周辺状況への影響を最小限にとどめるため、必要となる内容を

図面及び工事費積算に見込むこと。仮囲い、交通誘導員等の計画は関係法令及び基準等

に従い、遺漏なく確実に計画すること。

・各部分の納まりについて、詳細図を作成し明確に図示すること。

・敷地の排水計画についても考慮した設計とし、周辺地域に溢水による被害が生じない計

画とすること。

・ZEB Ready を満足する外皮性能とすること。

・工事は週休２日（４週８休）で行う設計とすること。

・木材は原則広島県産材（特に三原市産）を利用する旨を特記仕様書に記載すること。

(2) 業務委託の履行期間

・契約締結日の翌日から令和７年１月 31 日（検査期間の 10日間を含む。）

・各種法令手続き以外の業務は、令和６年 12月 23 日までに完了すること。

(3) 中間報告

・関係者へ進捗内容の報告等を行うため、設計概要等について中間報告を行うこと。

・報告時期及び内容は契約締結後の協議によるが、次の時期を想定している。
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・基本設計 令和６年９月末まで

（屯所の規模・概算事業費、配置・動線計画図、その他提案意図説明

資料を含む）

・概算工事費 令和６年 10月末まで

(4) 段階的提出物及び提出時期

ａ．基本設計報告書成果品 令和６年９月

ｂ．実施設計成果品 令和７年１月

Ⅱ 業務仕様

本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委

託共通仕様書（官庁営繕統一基準）（以下「共通仕様書」という。）」による。なお、特記仕様書に

明記されていない事項であっても、本設計業務委託の目的達成のために性質上当然必要と思われ

るものについては、受託者の責任と負担において全て完備しなければならない。

１．特記仕様書の適用

特記仕様書に記載された特記事項は、原則すべての項目を適用する。

２．特記仕様書における読替え等

共通仕様書中、「検査職員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。

３．設計業務の内容及び範囲

(1) 一般業務の範囲

ａ．基本設計

・建築（総合）基本設計に関する標準業務

・建築（構造）基本設計に関する標準業務

・電気設備（昇降機を含む。）基本設計に関する標準業務

・機械設備基本設計に関する標準業務

ｂ．実施設計

・建築（総合）実施設計に関する標準業務

・建築（構造）実施設計に関する標準業務

・電気設備（昇降機を含む。）実施設計に関する標準業務

・機械設備実施設計に関する標準業務

※一般業務の内容には、委託業務の履行にあたり、設計内容の説明等に用いる資料等の作成

（簡易な透視図、日影図、コスト縮減資料及び各種技術資料を含む。）及び委託業務の対象

となる工事の実施に当り法令上必要となる各種の申請に用いる資料の作成及び申請手続き

業務（複雑なものを除く。）を含むものとする。

(2) 追加業務の内容及び範囲

・積算業務（積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積りの徴集、見積検討資料の

作成）

なお、本業務の積算は、次の図面目録に基づく算定方法による。

・建築

・電気設備

・機械設備

・外構整備
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・関係法令等に基づく必要な各種申請書類の作成及び手続き業務（申請等に係る手数料を含

む。）

・建築基準法（計画通知申請、仮使用申請、工事中における安全上の措置等に関する計

画の届出、除却届、構造計算適合性判定申請）、消防法等の申請手続き業務（各種申請

手数料等を含む。）

・土壌汚染対策法（第 4 条第 1 項に規定する届け出）の手続き業務

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）に基づく計算書

等の作成及び申請（建築物エネルギー消費性能適合性判定等）手続き業務（各種申請

手数料等を含む。）

・リサイクル計画書の作成（基本設計、実施設計の各段階において、建設副産物対策（発

生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底）について検討を行い、設計に反映させる

ものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。）（各種申請手

数料等を含む。）

・その他、必要な関係法令及び条例に基づく申請書類の作成及び手続き業務（各種申請

手数料等を含む。）

・コスト縮減検討報告書の作成業務

イニシャル・ランニングコスト縮減、性能向上などコスト縮減の検討報告書の作成

・概略工事工程表の作成

・住民・議会説明等に必要な資料の作成及び協議等の対応

・地質・土質調査（スクリューウエイト貫入試験（旧スウェーデン式サウンディング試

験）各５箇所以上、報告書作成含む。）

・その他当該設計業務に必要な業務（各種補助申請資料の作成、議会説明等）

※ 各種申請等において、事前協議及び申請等は受注者が行うこと。また、申請手数料を要する

場合、費用は受注者の負担とする。

４．業務の実施

(1) 一般事項

ａ．基本設計は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。

ｂ．実施設計は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。

ｃ．積算は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。

(2) 適用基準等

設計にあたっては、建築基準法その他関係法令並びにこれに基づく条例規則等の規定を適用

する。

その他の適用に当っては次の基準を参考にし、特記なき場合は国土交通省大臣官房官庁営繕

部が制定又は監修したものとする。

ａ．共通

・建築基準法

・建築基準法施行令

・建築基準法施行規則

・官庁施設の基本的性能基準 （ 最新版 ）

・官庁施設の企画書及び設計説明書作成要領 （ 最新版 ）

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 （ 最新版 ）

・官庁施設の環境保全性に関する基準 （ 最新版 ）

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 （ 最新版 ）
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・官庁施設の防犯に関する基準 （ 最新版 ）

・官庁施設の津波防災診断指針 （ 最新版 ）

・官庁施設の環境保全性基準 （ 最新版 ）

・広島県福祉のまちづくり条例 （ 最新版 ）

・高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（最新版・国土交通省）

・建設業法

・建設業法施行令

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令

・公共建築工事積算基準 （ 最新版 ）

・公共建築工事標準単価積算基準 （ 最新版 ）

・公共建築工事共通費積算基準 （ 最新版 ）

・建築物解体工事共通仕様書 （ 最新版 ）

・広島県福祉のまちづくり条例 （ 最新版 ）

・建設副産物の手引き （ 最新版 ）

・三原市公共建築物等木材利用促進方針 （ 最新版 ）

・高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（最新版・国土交通省）

・工損調査等特記仕様書 （ 最新版 ）

・その他関係する要領、要綱 （ 最新版 ）

ｂ．建築

・建築工事設計図書作成基準 （ 最新版 ）

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （ 最新版 ）

・建築工事監理指針 （ 最新版 ）

・建築設計基準 （ 最新版 ）

・建築構造設計基準 （ 最新版 ）

・構内舗装・排水設計基準 （ 最新版 ）

・建築工事標準詳細図 （ 最新版 ）

ｃ．建築積算

・公共建築数量積算基準 （ 最新版 ）

・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） （ 最新版 ）

・公共建築工事見積標準書式（建築工事編） （ 最新版 ）

ｄ．設備

・建築設備計画基準 （ 最新版 ）

・建築設備設計基準 （ 最新版 ）

・建築設備工事設計図書作成基準 （ 最新版 ）

・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） （ 最新版 ）

・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） （ 最新版 ）

・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） （ 最新版 ）

・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （ 最新版 ）

・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （ 最新版 ）

・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） （ 最新版 ）

・排水再利用・雨水利用システム計画基準 （ 最新版 ）

・建築設備耐震設計・施工指針 （ 最新版 ）
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ｅ．設備積算

・公共建築設備数量積算基準 （ 最新版 ）

・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） （ 最新版 ）

・公共建築工事見積標準書式（設備工事編） （ 最新版 ）

(3) 業務計画書

業務計画書として、業務工程表及び次の内容を記載した業務組織計画表を、「委任（下請負）

承諾願」に添付し提出すること。

ａ．管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、経験年数等

ｂ．各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月目、所属・役職、保有資格、経験年数等

ｃ．担当技術者の分担業務分野、所属、氏名、生年月日、保有資格、経験年数等

ｄ．協力事務所の名称、分担業務分野、協力を受ける理由及び具体的内容

ｅ．分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名・生年月

日・所属・役職・保有資格・経験年数等（建築、構造、電気及び機械以外に分担業務

分野がある場合）

ｆ．緊急連絡先

ｇ．その他

(4) 打合せ及び記録

ａ．業務着手時に提出する業務計画書に打合せ計画を記載すること。

ｂ．調査職員又は管理技術者が必要と認めたときに打合せを行うこと。

ｃ．受注者は、本業務を円滑に遂行するため、発注者との定期的な打合せ会議(月１回以

上)を行うこと。

(5) 引渡し前における成果品の使用等

特記仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し受注者がこれに承諾した場合は、履行期

間中においても、成果品の全部又は一部を使用することができるものとする。

(6) 成果物の取り扱いについて

提出されたＣＡＤデータ等については、当該施設に係る工事の受注業者に貸与し、当該

工事における施工図及び完成図の作成、完成後の運営及び維持管理に使用できるものと

する。

(7) 業務完了後の協力等

次について発注者から要請があった場合、受注者はこれに協力するものとする。

ａ．質問回答書の作成

ｂ．設計図書に疑義が生じた場合

ｃ．会計実地検査、工事監査等

(8) 地元関係者等への説明、交渉等

受注者は、発注者が行う地元関係者等への説明、交渉等の際にこれに協力する。

(9) 設計に際しての基本方針

設計に際しては、調査職員と十分な連絡調整を行い、設計条件の明確化を図るものとし、次

の点に留意すること。

ａ．地盤、構造体、仕上げ及び機器の安全性

ｂ．設計施設と周辺環境との調和

ｃ．使用上の利便性

ｄ．経済性、維持管理の容易性及び各種設備更新時の検討

ｅ．工事の安全性及び公衆災害の防止

ｆ．条件明示（原則として特記仕様書（施工条件）に記入すること。）
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ｇ．分別解体の適正化（物品、作業種別、有害物質の有無を明示した処理表を含む仕様書

を作成すること。）

ｈ．近隣建物・構造物等への配慮

(10) 積算に際しての留意事項

・工事内訳書の単価については、建設物価・積算資料等の設計月の刊行物を採用し、見積り

による場合は、３社以上の見積りを徴取し金額を比較のうえ、見積額を基に採用する単価

を決定すること。なお、見積りを依頼する前には、調査職員に見積り依頼先名簿届を提出

し承諾を得ること。

・工事内訳書は、（一財）建築コスト管理システム研究所の内訳書作成システム（RIBC２）

又は内訳書数量入力システム（RIBC２）による電子データファイルを紙データと併せて提

出すること。

また、見積単価を採用する場合は同システムによる見積比較ファイルを作成すること。

・工事内訳書の入力時に、各建物及び各工種等の区分名称の最初に番号を付けること。

・その他、内訳書の様式、作成方法等については、調査職員の指示によること。

(11) 協力業者（下請け業者）との契約について

・協力業者（下請け業者）との契約に当っては、平成31年１月21付け国土交通省告示第98号

によって示された構造及び設備の業務報酬基準を参考に、設計品質を確保する上で必要な

報酬額で契約するよう努めること。

・第三者に再委託する場合に、発注者の承諾を得なくてもよい簡易な業務は、コピー、ワー

プロ、印刷、製本、計算処理（構造計算、設備計算及び積算を除く。）、トレース、資料

整理、模型製作、透視図作成に限る。

(12) その他

・設計に伴う設計条件等の整理、法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ等、調査職

員は極力協力して業務の遂行に努める。

・コスト縮減検討報告書は、基本設計及び実施設計の段階ごとに作成すること。また、ライ

フサイクルコストも考慮に入れたコスト縮減した項目、方法、縮減金額（根拠共）等の説

明資料を提出すること。

・材料、仕様などの名称は、「公共建築工事標準仕様書（最新版）」に基づき記入すること。

・期間別業務履行報告書は図面（A3 判に縮小したもの）を添付して直接持参し、打合せを行

うこと。

・関係する説明会等に同席し、その内容を設計内容へ反映させること。

・施工面積（外構工事含む）が 3,000 ㎡以上となる場合、土壌汚染対策法第 4 条第 1 項に規

定する届け出を作成し、工事着手 30 日前までに広島県東部厚生環境事務所環境管理課へ

提出すること。

・工事着手前に、監督員、工事監理者及び施工者等に対し、設計意図、内容の伝達と説明を

行う。

・工事に際して、必要な関係法令に基づく各種申請手続きについて、担当部署と協議の上、

手続き方法、手数料等を調査し、結果を整理したものとともに、手続きに必要な資料（添

付資料を含む。）を作成して提出すること。

・工事中、やむを得ず軽微な変更等が生じた場合はその検討に最大限協力し、監督員及び工

事監理者等に報告すること。

・会計検査及び外部監査の対象となった場合、発注者と共に統括、意匠、構造及び各設備設

計担当者が各検査に同席すること。
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５．成果物、提出部数等（必要なものに限って作成すること。須波分団屯所及び沼田西分団屯所それ

ぞれについて下記の必要部数を作成すること。）

(1) 基本設計

（注）建築（構造）、電気設備及び機械設備の成果物は、建築（総合）基本設計の成果物の中に含めることができる。

成果物は調査職員の指示により製本とする。また、概要版を作成すること。

電子成果品の提出は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。ウイルス対策ソフト名を記載すること。

成果物 部数等 備考

・建築（総合）基本設計図書

・計画説明書

・仕様概要書

・仕上概要表

・面積表及び求積図

・敷地案内図

・配置図

・平面図（各階）及び動線計画図

・断面図

・立面図

・矩形図

・外構図

・仮設計画概要書

・工事費概算書（コスト縮減検討を含む。）

・その他調査職員が必要と認めるもの

１部 Ａ３判製本

・建築（構造）基本設計図書

・構造計画説明書

・構造設計概要書

・工事費概算書（コスト縮減検討を含む。）

・その他調査職員が必要と認めるもの

１部 Ａ３判製本

・電気設備基本設計図書

・電気設備計画説明書

・電気設備設計概要書

・工事費概算書（コスト縮減検討を含む。）

・その他調査職員が必要と認めるもの

１部 Ａ３判製本

・機械設備基本設計図書

・機械設備計画概要書

・機械設備設計概要書

・工事費概算書（コスト縮減検討を含む。）

・その他調査職員が必要と認めるもの

１部 Ａ３判製本

・概略工事工程表 １部

・各種技術資料 １部

・打合せ記録簿 １部
官公署との設計協議書及び

協議記録簿等を含む

・電子成果品 １式 電子メディアにて提出

・その他調査職員が必要と認めるもの 必要部数
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(2) 実施設計

成果物 部数 備考

・建築（総合）設計図

・建築物概要書

・工事区分表

・広島県福祉のまちづくり条例とバリアフリー

新法整備区分表（適用整備状況の一覧表）

・仕様書

・仕上表

・面積表及び求積図

・敷地案内図

・配置図

・平面図（各階）

・断面図

・立面図（各面）

・矩形図

・展開図

・天井伏図（各階）

・平面詳細図

・部分詳細図

・建具配置図・建具表

・外構図（駐車場・付属建物・広場等を含む。）

・総合仮設計画図

・建築関係法令チェックリスト

・サイン計画図・設計図

・什器・備品配置計画図等

・建築工事積算書

・工事費内訳書

・積算数量算出書

・内訳書単価根拠資料（見積比較表、見積書、

使用機器・材料カタログ、コスト縮減検討資

料等）

・各種計算・比較検討資料

・その他調査職員が必要と認めるもの

３部

１部

１部

必要部数

Ａ３判製本

金額入り

電子データ共

・建築（構造）設計図

・仕様書

・構造基準図

・伏図（各階）

・軸組図

・部材断面表

・各部断面図

・標準詳細図

３部 Ａ３判製本
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成果物 部数 備考

・各部詳細図

・構造計算書

・地質調査報告書

・各種計算・比較検討資料

・その他調査職員が必要と認めるもの

１部

２部

１部

必要部数

Ａ４判製本

・電気設備設計図

・仕様書

・敷地案内図

・工事区分表

・配置図（動力・電灯・弱電幹線）

・各平面図（動力・電灯・コンセント・弱電・

消防設備）（各階）

・構内配電線路図

・幹線説図

・電灯設備図

・動力設備図

・雷保護設備図

・静止形電源設備図

・警報（火災報知等）設備図

・電気設備設計計算書

・電気設備工事積算書

・工事費内訳書

・積算数量算出書

・内訳書単価根拠資料（見積比較表、見積書、

使用機器・材料カタログ、コスト縮減検討資

料等）

・各種計算・比較検討資料

・その他調査職員が必要と認めるもの

３部

１部

１部

１部

必要部数

Ａ３判製本

金額入り

電子データ共

・機械設備設計図

・仕様書

・敷地案内図

・配置図

・給排水衛生設備配管系統図・平面図（各階）

・消火設備系統図・平面図（各階）

・排水処理設備図

・空調設備系統図・平面図（各階）

・換気設備系統図・平面図（各階）

・その他設置設備設計図

・部分詳細図

・屋外設備図

・機械設備設計計算書

・機械設備工事積算書

３部

１部

１部

Ａ３判製本
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成果物 部数 備考

・工事費内訳書

・積算数量算出書

・内訳書単価根拠資料（見積比較表、見積書、

使用機器・材料カタログ、コスト縮減検討資

料等）

・各種計算・比較検討資料

・その他調査職員が必要と認めるもの

１部

必要部数

金額入り

電子データ共

・外構（駐車場・付属建物）設計図

・建築物・外構概要書

・工事区分表

・広島県福祉のまちづくり条例とバリアフリー

新法整備区分表（適用整備状況の一覧表）

・仕様書

・仕上表

・面積表及び求積図

・敷地案内図

・配置図

・外構図

・平面図（付属建物）

・断面図

・立面図（各面）

・矩形図

・部分詳細図

・建具配置図・建具表

・総合仮設計画図

・建築関係法令チェックリスト

・サイン計画図・設計図

・什器・備品配置計画図等

３部 Ａ３判製本

・建築工事積算書

・工事費内訳書

・積算数量算出書

・内訳書単価根拠資料（見積比較表、見積書、使用機

器・材料カタログ、コスト縮減検討資料等）

・各種計算・比較検討資料

・その他調査職員が必要と認めるもの

１部

１部

必要部数

金額入り 電子データ

・関係法令等に基づく必要な各種申請図書

（計画通知図申請書等）

必要部数 手続きを含む。

計画通知書については、申

請図書一式（確認済証と第

１面～第６面、申請図書（指

摘事項等を反映したもの）

等）をＰＤＦデータでも提

出すること。
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（注）建築（構造）の成果物は、建築（総合）実施設計の成果物の中に含めることができる。

成果物は必ず調査職員の指示により製本とする。また、概要版を作成すること。

積算数量算出書の作成は、営繕積算システム RIBC2（（一財）建築コスト管理システム研究所）による。

見積単価を採用する場合は、同システム見積比較ファイルを作成すること。

電子成果品の提出は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。ウイルス対策ソフト名を記載すること。

成果品が２冊以上になる場合は、ケースに入れて提出すること。

成果物 部数 備考

・土壌汚染対策法 届出書 ２部

・建設リサイクル計画書 １部

・概略工事工程表 １部

・コスト縮減検討資料 １部

・現況写真及び現地調査資料 １部
Ａ４判製本

写真及び画像データ共

・地盤、土質調査

１部

・各種技術資料 １部

・打合せ記録簿
１部

官公署との設計協議書及び

協議記録簿等を含む

・電子成果品 ２部 電子メディアにて提出

・設計図（二つ折り製本） ５部 Ａ３縮小判、分離発注別

・設計図（設計書用・契約書用）
１部

Ａ３ファイル折、

分離発注別

・その他調査職員が必要と認めるもの 必要部数
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(3) その他提出を要する事務書類

提出を要する事務書類 部数 備考

・管理技術者選任（変更）通知書 ２部 管理技術者と受注者との雇

用関係が確認できるもの

（健康保険証の写し等）を、

添付、免許・資格については

証する写しをそれぞれ添付

のこと。

・誓約書 ２部 管理技術者の兼務制限につ

いて

・業務工程表 ２部

・期間別業務履行報告書 毎回２部 期間内に作成した図面を添

付のこと。

提出回数は毎月１回とする

こと。

・委任（下請負）承諾願 ２部 業務組織計画表を添付のこ

と。

・見積依頼先名簿届 １部 必要に応じて指定様式で提

出すること。

・貸与品借用（返納）書 １部 必要に応じて指定様式で提

出すること。
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